
介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
介
護
保
険
課
事
業
管
理
係 

☎
２
６-

５
３
６
３

保
険
料
の
納
め
方

　
次
の
二
つ
の
納
付
方
法
が
あ
り
、
年

金
受
給
額
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。

特
別
徴
収
／
老
齢
年
金
、
遺
族
年
金
、

障
害
年
金
の
額
が
年
額
18
万
円
以
上
の

方
は
、
年
金
か
ら
引
き
去
り
で
納
付

◆
特
別
徴
収
の
場
合
、
平
成
27
年
４

月
・
６
月
の
引
き
去
り
額
は
、
原
則
と

し
て
平
成
27
年
２
月
と
同
額
で
す
。

普
通
徴
収
／
年
金
か
ら
引
き
去
り
で
き

な
い
方
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

で
納
付
（
納
付
書
で
納
付
す
る
場
合
、

金
融
機
関
の
ほ
か
、
郵
便
局
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
可
能
）

●
年
度
途
中
で
新
た
に
65
歳
に
到
達
し

た
方
・
本
市
に
転
入
し
た
方

　
資
格
を
取
得
し
た
月
か
ら
保
険
料
が

賦
課
さ
れ
ま
す
。
は
じ
め
は
普
通
徴
収

と
な
り
ま
す
が
、
特
別
徴
収
の
対
象
と

な
る
年
金
が
あ
る
方
は
、
資
格
取
得
後

６
か
月
か
ら
８
か
月
で
特
別
徴
収
に
切

り
替
わ
り
ま
す
。
切
り
替
え
に
伴
う
申

請
は
不
要
で
す
。

　
平
成
26
年
度
の
介
護
保
険
料
の
年
額

決
定
通
知
を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

期
限
内
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
平
成
26
年
度
分
の
介
護
保
険
料
が
決

定
し
、
こ
の
決
定
額
か
ら
す
で
に
納
付

し
て
い
た
だ
い
た
４
月
・
６
月
分
を
差

し
引
い
た
額
を
８
月
・
10
月
・
12
月
・

平
成
27
年
２
月
ま
で
の
４
回
に
分
け
て

納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
今
年
度
も
８
月
か
ら
の
４
期
で
調
整

す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
年
金
支
給
月
で

の
徴
収
額
の
差
が
大
き
く
な
ら
な
い
よ

う
に
し
て
い
き
ま
す
。

特
別
徴
収
の
期
別
保
険
料
額
の
調

整
を
行
い
ま
す

市民税を納めている

同じ世帯に市民税を納めている人がいる

老齢福祉年金を受給している

合計所得金額と課税年金収入額
の合計が80万円以下である

合計所得金額が190万円
以上である

合計所得金額が400万円
以上である

合計所得金額と課税年金収入額
の合計が120万円以下である

合計所得金額と課税
年金収入額の合計が
80万円以下である

所得段階区分 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第５段階 第６段階 第７段階特例第３段階 特例第４段階

対象者

26
年
度

保険料
平均月額

2,080円
（基準額×0.4）

2,860円
（基準額×0.55）

3,380円
（基準額×0.65）

3,900円
（基準額×0.75）

4,940円
（基準額×0.95）

5,200円
（基準額）

6,500円
（基準額×1.25）

7,800円
（基準額×1.5）

9,100円
（基準額×1.75）

保険料年額 24,960円 34,320円 40,560円 46,800円 59,280円 62,400円 78,000円 93,600円 109,200円
◆保険料年額は、平均月額（基準額）×保険料率×12 か月で計算します。

あなたの介護保険料は？
生活保護を受給している
はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

生活保護受
給者、老齢
福祉年金受
給者で世帯
全員が市民
税非課税の
方

世帯全員が
市民税非課
税で課税年
金収入額と
合計所得金
額の合計が
80万円以下

世帯全員が
市民税非課
税で課税年
金収入額と
合計所得金
額の合計が
80万円を超
え120万円
以下

世帯全員が
市民税非課
税で第2段
階、特例第
3段階以外

市民税課税
世帯で本人
が市民税非
課税かつ課
税年金収入
額と合計所
得金額の合
計が80万円
以下

市民税課税
世帯で本人
が市民税非
課税

本人が市民
税課税で合
計所得金額
が190万円
未満

本人が市民
税課税で合
計所得金額
が190万円
以上400万
円未満

本人が市民
税課税で合
計所得金額
が400万円
以上

2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

調整 調整
年間の徴収額の合計は同じ

徐々に均等に

26年度 27年度
差
が
大
き
い

差
を
縮
小

さ
ら
に

差
を
縮
小

４
月
は
２
月
と
同
額
を
徴
収

す
る
と
決
め
ら
れ
て
い
る

差
が
大
き
い

調
整
し
な
い
と
き

調
整
し
た
と
き
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後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
お
知
ら
せ●

お
問
い
合
わ
せ
／
市
介
護
保
険
課
高
齢
者
医
療
係 

☎
２
６-

５
７
２
９

　
平
成
26
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
決
定
通
知
（
普
通
徴
収
の
場
合

は
納
付
書
も
同
封
）
を
７
月
中
旬
に
送

特
別
徴
収
／
老
齢
年
金
、
遺
族
年
金
、

障
害
年
金
の
額
が
年
額
18
万
円
以
上
の

方
は
、
年
金
か
ら
引
き
去
り
で
納
付

普
通
徴
収
／
年
金
か
ら
引
き
去
り
で
き

な
い
方
は
、
年
間
８
回
に
分
け
て
納
付

書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付

保
険
料
の
納
め
方

保
険
料
率
を
改
定

　
保
険
料
は
、
加
入
者
の
所
得
に
応
じ

て
負
担
し
て
い
た
だ
く
「
所
得
割
額
」

と
、
加
入
者
全
員
に
平
等
に
負
担
し
て

い
た
だ
く
「
均
等
割
額
」
と
の
合
計
額

で
、
医
療
費
の
伸
び
や
加
入
者
数
の
伸

び
な
ど
の
動
向
を
勘
案
し
て
、
２
年
毎

に
保
険
者
で
あ
る
山
形
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
が
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

平
成
26
年
度
は
見
直
し
の
年
に
当
た
り
、

賦
課
限
度
額
は
57
万
円
と
し
、
保
険
料

率
は
上
図
の
通
り
改
定
し
ま
し
た
。

軽
減
措
置

　
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、

上
図
の
通
り
所
得
割
額
と
均
等
割
額
が

軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
、
平
成
26
年

度
の
見
直
し
で
均
等
割
額
の
５
割
軽
減

と
２
割
軽
減
の
対
象
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
へ

の
特
別
措
置
／
本
年
度
の
保
険
料
は
、

年
額
３
千
９
０
０
円
で
す
（
国
民
健
康

保
険
や
国
保
組
合
な
ど
に
加
入
し
て
い

た
方
は
対
象
外
）

●
お
支
払
い
は
口
座
振
替
が
便
利
で
す

　
年
度
途
中
、
新
た
に
75
歳
に
到
達
し

た
方
や
本
市
に
転
入
し
た
75
歳
以
上
の

方
に
は
、
資
格
を
取
得
し
た
月
か
ら
保

険
料
が
賦
課
さ
れ
ま
す
。
年
金
引
き
去

り
が
で
き
る
ま
で
通
常
６
か
月
か
ら
８

か
月
か
か
る
た
め
、
最
初
は
普
通
徴
収

で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
間
の

納
め
忘
れ
を
な
く
す
た
め
に
も
、
口
座

振
替
を
お
勧
め
し
ま
す
。
手
続
き
は
、

金
融
機
関
で
で
き
ま
す
の
で
、
指
定
口

座
の
通
帳
、
通
帳
の
届
け
出
印
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

●
納
付
に
ご
理
解
・
ご
協
力
を

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
は
、
加

入
者
の
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く

保
険
料
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

保
険
料
の
未
納
は
医
療
制
度
の
安
定
的

な
運
営
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
の

で
、
保
険
料
の
期
限
内
の
納
付
と
完
納

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

保険料軽減制度賦課限度額

57万円

対象者 軽減内容
加入者本人の所得が

91万円以下 5割軽減

●所得割額軽減

社会保険などの被扶養者だった方への保険料特別措置

所得割額／なし　均等割額／9割軽減 ⇒ 年額3,900円 

平成26年度の保険料

総所得金額の区分
※ 軽減内容

（軽減後の年額）

33万円以下
の世帯

加入者全員が年金
収入80万円以下
(他の所得なし）

9割軽減
(3,950円)

上記以外 8.5割軽減
(5,925円)

33万円＋(24万5千円×加入者数）
以下

5割軽減
(19,750円)

33万円＋(45万円×加入者数）
以下

2割軽減
(31,600円)

●均等割額軽減

世
帯
の
所
得
で
判
定

※世帯主と被保険者の所得の合計

〈所得割額〉
（前年の所得－33万円）

×7.84%／年

〈均等割額〉
39,500円／年

保険料
①所得割額
＋

②均等割額

付
し
ま
す
。
期
限
内
の
納
付
を
お
願
い

し
ま
す
。
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